
 

 

 

 

 

 

 

 

 

日付               

確
認
印 

              

ページ 掲 載 内 容 

２・３ 募集(枕崎市職員募集～職員採用試験を実施) 

４・５ 

募集(市内プール監視員／交通遺児育英会奨学金奨学生／会計年度任用職員(短期事務補

助職員)／「市民と市議会との意見交換会」のテーマ／枕崎市少年の船参加者／ハンセ

ン病療養所訪問希望者) 

６・７ 

相談(全国一斉特設人権相談所を開設／公証人による無料相談会を開催／年金相談所を

開設／労使間のトラブルに関する定期相談会を開催)、お知らせ(６月１日～７日は水道

週間／Ｊアラート全国一斉情報伝達試験の実施について／市役所税務課を装った詐欺メ

ールにご注意ください／６月１日～７日はＨＩＶ検査普及週間) 

８・９ 

お知らせ(農業用水路と農地の管理を適切に行いましょう／６月１日～30日は土砂災害

防止月間／令和８年度労働保険年度更新について／６月23日～29日は男女共同参画週間

／令和８年度家畜商講習会の開催について／計量器(はかり)定期検査を実施／農業経営

収入保険加入について／５月21日～６月20日は河川愛護月間／ごみ袋の価格改定につい

て／ごみの減量化にご協力ください) 

10・11 

お知らせ(野鳥をはじめとする野生鳥獣の愛玩飼養について／火之神公園プール料金に

ついて／６月21日～27日はハンセン病問題を正しく理解する週間／長寿健康診査につい

て／令和８年度慰霊巡拝の実施予定について) 

12・13 
お知らせ(令和８年度国民健康保険特定健康診査について)、スポーツ・文化イベント情

報、キッズだより 

14 まちのカレンダー、枕崎弁「すんくじら狂句」 

※読んだらすぐに次の家に回しましょう  

 
※お知らせ版・広報紙へのご意見・ご要望は、市役所総務課秘書広報係まで 

 

 

お知らせ版

 
納期限：６月 30 日(火) 

市県民税１期 

国民健康保険税２期 

介護保険料２期 

後期高齢者医療保険料２期 

・口座振替をされている方は、月末振替(土・日、祝日は翌日)となりますので、事前に残高確認

をお願いします。 

・納税は、便利で安心な「口座振替」をおすすめします。ご希望の方は、通帳と通帳印をご持参

の上、市内金融機関または市役所税務課⑥番窓口で手続きをしてください。 

・納期内に納付がない場合は、本来納めるべき税金以外に督促手数料(１期100円)、延滞金(納期

限１カ月経過までは年2.8％、１カ月経過後は年9.1％)が加算されますのでご注意ください。 

問合せ 税務課管理収納係 TEL73-2175 

市税の納付はコンビニまたはスマ

ートフォンアプリでもご利用いた

だけます。 
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枕崎市職員募集～職員採用試験を実施 

■採用職種、予定人員および受験資格 

※今回実施の採用試験においては、高校新卒者は受験対象となりません。高校新卒者は、令和８年

９月頃実施予定の採用試験において受験対象となりますので、ご注意ください。 

 

職種 
採用予定

人員 
受験資格 

一般事務職 ３名程度 
平成３年４月２日以降に生まれた者で、学校教育法に基づく高等学校(同等資
格を含む)以上の学歴を有する者 

土木技師 若干名 

昭和61年４月２日以降に生まれた者で、次のいずれかの要件を満たす者 
・学校教育法に基づく高等学校(同等資格を含む)以上の学校で土木(農業土木
を含む)の学科を履修し卒業した者 

・土木施工管理技士２級以上または測量士もしくは測量士補の資格を有する 
 者 

建築技師 若干名 

昭和61年４月２日以降に生まれた者で、次のいずれかの要件を満たす者 
・学校教育法に基づく高等学校(同等資格を含む)以上の学校で建築の学科を
履修し卒業した者 

・二級以上の建築士の免許を有する者または令和８年度実施の国家試験で取
得する見込みの者 

・２級以上の建築施工管理技士の免許を有する者または令和８年度実施の国
家試験で取得する見込みの者 

保健師 若干名 
昭和61年４月２日以降に生まれた者で、保健師の免許を有する者または令和
８年度実施の国家試験で取得する見込みの者 

 

居住要件 採用後は、本市に居住できる者 

欠格事項 前記の受験資格にかかわらず、次のいずれかに該当する者は受験できません。 

①日本国籍を有しない者 ②拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者またはその執行

を受けることがなくなるまでの者 ③枕崎市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２

年を経過していない者 ④日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政

府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者 

■試験の方法および内容 

 試験は第１次試験および第２次試験とし、第２次試験は第１次試験合格者に対して行います。 

第１次試験 職務能力試験、職務適応性検査、作文試験、専門試験(土木技師、建築技師および保健

師) 

第２次試験 面接試験(集団討論、個別面接)、健康診査(医療機関発行の健康診断書提出) 

■試験の日時および場所 

第１次試験 日時：７月12日(日) 午前８時30分～ 

会場：枕崎市市民会館 

第２次試験 日程：８月下旬を予定(第１次試験合格通知の際にお知らせします) 

会場：枕崎市役所本庁 
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■受験手続および受付期間 

受験申込書用紙の入手方法など 

①インターネット申込み(電子申請) ②総務課職員係で直接入手 ③市ホームページからダウンロード ④

郵送請求で入手(郵送請求する場合は、返信用封筒(角形２号・240㎜×332㎜)に切手(140円)を貼り、宛先

(申込者住所など)を明記して同封してください)。 

申込方法 ①における電子申請については、市ホームページの令和８年度職員採用情報のページにア

クセスし、「インターネット申込み(電子申請)の流れ」を参照し、手続を確認して申し込んでくださ

い。 

②～④における受験申込書の提出については、受験申込書に必要事項を記入し、次の申込先に提出

してください。なお、受験申込書には、必ず写真(３か月以内に撮影したもの)を貼ってください。 

郵送の場合は、封筒の表に「受験申込書在中」と朱書きしてください。 

※枕崎市ホームページ(令和８年度職員採用情報)二次元バーコード 

 

請求先および申込先 〒898-8501 枕崎市千代田町27番地 枕崎市総務課職員係 

受付期間 ６月12日(金)まで 

※受付は午前８時30分～午後５時(市役所への直接の持参については、土・日、祝日は除く。郵送の場

合は、締め切り当日の消印まで有効) 

※電子申請については、24時間受け付けます。ただし、鹿児島県電子申請共同システムの運営状況に

よります。 

■その他 

・第１次試験合格発表は８月中旬までに、第２次試験合格発表は９月中旬までに受験者全員に合否結

果を文書で通知します。 

・最終合格者は、令和９年４月１日付けで採用の予定です。なお、免許など取得見込みの者にあって

は免許などを取得できない場合は、原則として採用を取り消します。 

・給与は枕崎市職員の給与に関する条例に基づき、給料および諸手当が支給されます。また、学歴、

職歴などに応じて加算される場合があります。    

問合せ 総務課職員係 TEL76-1084  
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市内プール監視員 
 

希望者は、履歴書(各課備え付け)に写真を貼

り、必要事項を記載し各課に提出してください。 

賃金 日額9,000円 

応募資格 市内に居住している方 

選考方法 面接試験 

※面接の日時、場所などは後日、応募者に連絡します。 

区分 
台場公園 

海水プール 

火之神公園 

プール 

募集人員 ６名 12名 

勤務時間 

午前９時30分～ 

午後６時 

(時間外勤務有) 

午前８時15分～ 

午後４時45分 

(時間外勤務有) 

雇用期間 
７月17日(金)～ 

８月31日(月) 

７月17日(金)～ 

９月１日(火) 

申込締切 ６月19日(金) 午後５時15分必着 

問合せ 

申込み 

建設課 

都市計画係 

TEL76-1218 

水産商工課 

観光交流係 

TEL76-1668 

※天候により、雇用期間、勤務時間などが変更
になる可能性があります。 

 
 

交通遺児育英会奨学金奨学生 
  

希望者は、願書などの必要書類を記載し、交

通遺児育英会へ提出してください。 

対象者 保護者などが交通事故で死亡または重

い後遺障害者となった家庭の高校生以上の生

徒・学生(申込時25歳までの人) 

奨学金の貸与額(月額) ２～10万円(無利子) 

入学一時金貸与額 20～80万円(一年次１回限

り。無利子) 

返還期間 最長20年 

募集期限 

・在学応募＝10月末まで 

※高校・高専＝令和８年１月末まで 

・予約応募＝令和８年１月末まで(随時募集) 

その他 奨学金のほか、「学生寮」、「家賃補

助」などの大学生・専門学校生向けの制度もあ

ります。詳しくは、交通遺児育英会ホームペー

ジをご覧ください。 

問合せ・申込み 

(公財)交通遺児育英会 TEL03-3556-0773 

 

会計年度任用職員(短期事務補助職

員) 
 

希望者は、「枕崎市会計年度任用職員申込書

兼履歴書」(スポーツ・文化振興課備え付け)に

必要事項を記入のうえ、110円切手を貼った宛

先明記の返信用封筒(長形３号)を添付して、ス

ポーツ・文化振興課文化振興係へ提出してくだ

さい。 

任用期間 ７月26日(日)～８月30日(日) 

募集人員 １名 

報酬(日額) 9,000円 

手当 通勤手当(２km未満は支給なし) 

保険など 雇用保険・公務災害補償 

業務内容 南溟館特別企画展「くっきー！『乙

女展』in枕崎」来場者受付および事務補助業務 

勤務時間 午前８時30分～午後５時のうち７時

間30分(土・日曜、祝日を中心に週５日勤務) 

勤務場所 市文化資料センター南溟館 

応募締切日 ６月25日(木)正午必着 

試験日 ７月上旬(全員に受験通知をします) 

選考方法 面接試験 

問合せ・申込み スポーツ・文化振興課文化振

興係(南溟館) TEL72-9998 
 
 

「市民と市議会との意見交換会」の

テーマ 
 

枕崎市議会では、市民の皆さんの声を市政に

届けるため、市民と市議会との意見交換会の開

催を10月に予定しています。開催にあたり、意

見交換会のテーマを募集します。お気軽にご応

募ください。 

応募方法 テーマをご記入の上、議会事務局へ

メールまたはＦＡＸを送信してください。 

※応募があったテーマの中から議会運営委員会

で協議の上、決定します。 

応募締切日 ６月22日(月)正午 

問合せ 枕崎市議会事務局 TEL76-1046 

FAX72-9436 

メール giji3@city.makurazaki.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

募     集 
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枕崎市少年の船参加者 
 

枕崎市にとって忘れてはならない「黒島流れ」

三島村黒島を訪れ、黒島流れの犠牲者の冥福を

祈るとともに、交歓会などを通じ、黒島の方々

や参加者同士の親睦を深めるものです。 

 海側から見る枕崎のまちや雄大な海、島々の

姿は大きな感動を呼び、数々の苦労を力強く乗

り越えてきた祖先の熱い思いを感じることでし

ょう。 

 今回は鹿児島水産高校の実習船「薩摩青雲丸」

を利用して実施いたします。人数に限りがあり

ますので、申し込み多数の場合は抽選となりま

す。 

日時 ７月11日(土) 午前７時30分～午後５時

15分 

※船が欠航の場合は、予備日の７月18日(土)で

実施 

※両日参加できる方のみお申し込みください。 

参加対象 小・中学生、高校生、一般 

参加料 小・中学生   400円 

高校生、一般 2,000円   

申し込み締切日 ６月22日(月) 

申し込み方法 

 参加申込書を生涯学習課または市民会館へ提

出するか、下記の二次元バーコードからインタ

ーネット(電子申請)にて申し込んでください。

申込書は生涯学習課および市民会館で配布する

ほか、市ホームページからもダウンロードでき

ます。 

※小・中学生へは、各学校を通してチラシと申

込書を配布します。手続き方法や詳細につい

ては一般区分と異なりますので、配布された

チラシをご確認ください。 

※申し込み締め切り後、申し込み多数の場合は

事務局にて抽選を行い、結果をお知らせしま

す。 

その他 事業の詳細や黒島流れについては市の

ホームページをご覧ください。 

問合せ 教育委員会生涯学習課 TEL76-1286 

 

参加者募集ホームページ⇒ 

 

 

 

 

参加申し込みフォーム⇒ 

 

 

 

 

 

 

 

ハンセン病療養所訪問希望者 
 

県では、親子でハンセン病療養所訪問を希望

される方々を募集しています。 

県内には２カ所のハンセン病療養所がありま

す。ハンセン病は治っているにもかかわらず、

今もなお、多くの方々が療養所での生活を余儀

なくされており、入所者の平均年齢は89歳を超

えています。 

施設見学や入所されている方との交流を通し

て、長い間の誤った隔離政策による人権侵害の

体験談から、偏見・差別のない社会の大切さや

生き方を学ぶ貴重な機会です。参加料は無料で

す(集合場所までの交通費は自己負担)。 

訪問先 星塚敬愛園(鹿屋市星塚町4204番地) 

実施日 ７月28日(火) 

募集対象 小・中学生、高校生とその保護者な

ど、小・中学校などの教師(先着40名) 

当日のスケジュール 

午前７時45分 
県庁集合 

(貸切バス、フェリーで移動) 

午前10時00分 星塚敬愛園着 

午前10時10分 

～午後２時45分 

敬愛園内で見学・交流、 

納骨堂にて献花・焼香 

午後３時00分 星塚敬愛園発 

午後５時00分 県庁解散 

※現地集合・現地解散も可能です。 

募集期間 ６月８日(月)～７月10日(金) 

申し込み方法 電話、FAX、メール、ハガキの

いずれかにより、住所、参加者全員の氏名(ふ

りがな)、年齢、職業(または学年)、電話番号

(自宅・携帯など)、今までの参加経験の有無、

集合場所などを記入または連絡して申し込んで

ください。決定は７月下旬ごろ、文書などで連

絡します。 

問合せ・申込み 

県庁健康増進課ハンセン病問題対策窓口 

〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番１号 

TEL099-286-2720／FAX099-286-5556 

メール yobouka@pref.kagoshima.lg.jp 
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全国一斉特設人権相談所を開設 
 

全国人権擁護委員連合会は、人権擁護委員法の

施行日である６月１日を「人権擁護委員の日」と

定め、この日の前後に全国各地で「全国一斉特設

人権相談所」を開設しています。鹿児島県人権擁

護委員連合会においても、次のとおり特設人権相

談所を開設します。相談は無料で、秘密は固く守

ります。 

※人権擁護委員は、各市町村長から推薦され、法

務大臣から委嘱を受けた民間の方々です。現在、

市内には、５名の人権擁護委員が配置されてお

り、さまざまな人権啓発活動を実施したり、鹿

児島地方法務局知覧支局で人権相談を受けたり

するなどの積極的な活動を行っています。 

日時 ６月１日(月) 午前10時～午後３時 

場所 市民会館第５会議室 

相談員 地元人権擁護委員 

問合せ 鹿児島地方法務局知覧支局 

    TEL83-2208 
 
 

公証人による無料相談会を開催 
 

地域包括支援センターでは、鹿児島公証人合

同役場と連携し、「公証人による無料相談会」

を開催しています。相談を希望する方は、お気

軽にお問い合わせください。 

日時 ６月10日(水) 午後１時30分～３時 

場所 市民会館第２会議室 

定員・料金 １日３組(１組30分)・無料 

相談内容 

・遺言、任意後見、尊厳死宣言、離婚給付など

の公正証書の作成などに関すること。 

・公証人による面談方式。秘密は固く守ります。 

※公証業務に関係のない一般的な法律相談は受

けられません。 

申し込み方法 相談は予約制です。予約は前日

までに鹿児島公証人合同役場 TEL099-222-

2817(平日午前９時から午後５時まで)へ申し込

んでください。 

※市地域包括支援センターでは、予約申し込み

はできません。 

問合せ 地域包括支援センター(長寿介護課介

護予防係) TEL73-5131 

 

年金相談所を開設 
 

日本年金機構 鹿児島南年金事務所の相談員が、

国民年金・厚生(船員)年金に関する相談に応じ

ます。 

国民年金や厚生年金の請求手続きや、障害年

金・遺族年金などの相談ができます。また、50

歳以上の方に年金見込額を出すことができます。

過去の年金記録を確認するお手伝いをします。 

※相談当日は、基礎年金番号のわかるもの(基

礎年金番号通知書・年金手帳・年金証書な

ど)や個人番号がわかるもの(マイナンバーカ

ードなど)をお持ちください。 

※代理の方が来られる際は、委任状が必要です

(家族の相談でも、委任状は必要です)。 

日時 ６月11日(木) 午前10時～午後３時 

場所 市民会館第５会議室 

※予約の方が優先されます。予約のない方は、

その日の相談ができない場合もあります。 

予約先 鹿児島南年金事務所 

TEL099-251-3111(音声案内①➡②) 

近隣市での相談も可能です。 

６月18日(木)ふれあいかせだ(１階)研修室１・２ 

６月25日(木)南九州市ちらん夢郷館 

専門技術研修室 

国民年金は、あなたの助けになります。もし

ものため、将来のため、保険料を納めましょう。 

問合せ 市民生活課国民年金係 TEL76-1096 

 

労使間のトラブルに関する定期相談

会を開催 
 

職場のトラブルで悩んでいませんか？県労働

委員会委員(公益委員(弁護士、大学教授など)、

労働者委員(労働組合役員)、使用者委員(会社経

営者など))が相談に応じます。労働者、事業主

のどちらからでも、お気軽に相談ください。 

日時 毎月第４火曜日 午後２時30分～５時

(受付は午後４時30分まで) 

※９月、令和９年２月は24日に開催。 

場所 県庁15階鹿児島県労働委員会 

※来庁できない方は、電話相談(相談専用ダイ

ヤル099-286-3943)もできます。 

申込み 不要(予約優先) 

※詳しくは、下記まで問い合わせてください。 

相談事例 解雇、雇い止め、配置転換、賃下げ、

労働条件など 

問合せ 鹿児島県労働委員会事務局 

TEL099-286-3943／FAX099-286-5653 

相   談 
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６月１日～７日は水道週間 
 

６月１日～７日は水道週間です。水道は、ほ

とんどの世帯が利用できるまでに普及しており、

健康で文化的な生活やさまざまな社会活動を支

える必要不可欠な生活基盤となっています。水

道事業の現況や水道について理解を深め、今後

の水道事業の取り組みについて皆さんの協力を

得るために設けられた週間です。 

この機会に水の大切さを再認識し、安全でお

いしい水を未来まで永久に残していくため河川

や森林の環境をみんなで守っていきましょう。 

今年のスローガン 

「たいせつな 水道守ろう 未来へと」 

問合せ 水道課施設係 TEL72-0224 

 

Ｊアラート全国一斉情報伝達試験の

実施について 
 

 地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、

全国一斉に緊急情報の伝達試験が実施されます。

人工衛星などを用いて国から配信された緊急情

報について全国瞬時警報システム(Jアラート)

を通じて防災行政無線で放送します。 

日時 ６月３日(水) 午前11時頃 

※気象や地震活動の状況などにより、中止にな

る場合があります。 

試験内容 市内44カ所に設置してある防災行政

無線や戸別受信機から、次のように放送されます。 

①防災行政無線チャイム 

②「これは、Jアラートのテストです」(３回) 

③「こちらは、『ぼうさい枕崎市』です」 

④防災行政無線チャイム 

※年３～４回実施する全国一斉情報伝達試験の

ほか、緊急地震速報訓練(年２回)を実施して

います。 

問合せ 総務課危機管理対策係 TEL76-1086 

 

 

 

 

 

 

 

市役所税務課を装った詐欺メールに

ご注意ください 
 

 市役所税務課を装った「住民税納付催告通

知」や「【重要】令和８年度住民税(第１期)納

付のご案内」というタイトルなどの詐欺メール

が確認されています。 

メールの内容は、「納付期限が迫っておりま

す。期限までに必ずお支払いください。」など

という文面で、電子マネーによる納付を促す内

容です。 

本市では、税務課から税額などを記載したメ

ールを送付したり、電子マネーによる納付を求

めたりすることはありません。上記のようなメ

ールが届いた際は、添付されているファイルや

リンクを開かず、納付を行わないよう、十分に

ご注意ください。 

問合せ 税務課課税係 TEL76-1066、税務課管

理収納係 TEL73-2175 

 

 

６月１日～７日はＨＩＶ検査普及週間 
 
６月１日～７日はＨＩＶ検査普及週間です。

エイズは、ＨＩＶ(ヒト免疫不全ウイルス)の感

染で起こるさまざまな病気の総称です。ＨＩＶ

に感染すると、治療をしない場合、10年くらい

の歳月をかけて体の免疫システムが破壊され、

健康なときにはかからないような感染症などを

発症するようになります。 

 現在、ＨＩＶを完全に取り除く治療法はあり

ませんが、ＨＩＶの感染を早い時期に見つけ、

適切な健康管理や治療を受けることによってエ

イズの発症を遅らせることができるようになっ

ているので、早期発見が重要です。 

 ＨＩＶに感染しただけでは症状がほとんど出

ないため、感染の有無を知るには検査を受ける

ことが必要です。感染の可能性のある日から３

カ月以上たっていれば、確実な結果が得られま

す。 

 加世田保健所ではこの普及期間に合わせて、

下記の日時で平日夜間検査および相談を実施し

ます。検査や相談は無料、匿名で受けられます。

希望する方は事前に予約が必要です。 

日時 ６月３日(水) 午後５時15分～７時 

場所 加世田保健所 

申込み・問合せ 加世田保健所 TEL53-2315 
 
 

お 知 ら せ 
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農業用水路と農地の管理を適切に行

いましょう 
 

 大雨時は、水路に土壌消毒用空き缶や肥料袋、

農業用廃ビニール、土手の刈り草などが詰まり、

災害を引き起こす原因となりますので、これら

のものは適正に管理・処分してください。 

 また、土手に除草剤を散布し雑草を根ごと除

去すると、土手が崩れる原因となります。土手

の雑草は、できるだけ草払い機などで刈り払い、

刈り払った雑草は、放置すると水路詰まりの原

因となりますので必ず除去してください。 

 近年の災害復旧事業では、災害発生原因の一

つとして維持管理不良(不足)が挙げられる場合、

国からの補助が受けられませんので、農地の排

水管理は確実に行い、表土の流出や土手の崩壊

などを防止しましょう。 

 農道・農業用水路は、地元の皆さんの管理に

なっています。災害が起きないように適切に管

理しましょう。 

問合せ 

農政課耕地林務係 TEL76-1183 

建設課土木係  TEL76-1217 

 

６月１日～30日は土砂災害防止月間 
 

６月1日から30日までの期間は「土砂災害防

止月間」です。梅雨期に入り、集中豪雨などに

よる土砂災害が心配されるこの時期に、土砂災

害防止に対する市民の理解と関心を深め、防災

知識の普及を図るとともに、警戒避難体制の整

備などを促進し、被害の防止や軽減を図ること

としています。 

大雨や台風、地震などによる土石流やがけ崩

れなどの土砂災害が発生すると、多くの尊い人

命が失われます。土砂災害から生命を守るため、

日ごろから十分に注意しましょう。 

また、被害を防止するためにも、危険な箇所

などに気づいたら、建設課までご連絡ください。

なお、鹿児島県河川砂防情報システムで、県内各

地の降水量、土砂災害危険指標などの情報を確認

することが出来ます。 

問合せ 建設課土木係 TEL76-1217 

 

 

 

 

令和８年度労働保険年度更新について 
 

令和８年度の労働保険年度更新期間は、６月

１日(月)から７月10日(金)までです。期間内の

申告・納付について、よろしくお願いします。 

※令和８年４月から雇用保険料率が変更されて

います。「雇用保険料率 変更」でネット検

索してください。 

※e-Govの電子申請も活用してください。 

問合せ 鹿児島労働局 労働保険徴収室 

TEL099-223-8276 

 

 

６月23日～29日は男女共同参画週間 
 

６月23日～29日の１週間は「男女共同参画週

間」です。今年度のキャッチフレーズは「あな

たらしさが、社会のチカラ」です。 

性別に関わりなく、全ての人が、職場で、学

校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力

を発揮できる「男女共同参画社会」を実現する

ためには、皆さん一人一人の取り組みが必要で

す。 

この機会に男女のパートナーシップについて、

考えてみませんか。 

問合せ 企画調整課政策推進係 TEL76-1090 

 

 

令和８年度家畜商講習会の開催について 
 

家畜商の免許取得には、県が年１回開催する

家畜商講習会の受講が必要です。令和８年度の

講習会は、次のとおり開催されます。 

講習会の内容は、家畜の取引に関する法令、

家畜の品種および特徴、家畜の悪癖、機能障害

および疾病です。 

開催日時 ７月29日(水)、30日(木)の２日間 

午前９時～午後５時 

開催場所 県社会福祉センター 第３会議室 

申し込み方法 受講申請書に3,300円分の県収

入証紙および６カ月以内撮影の写真を貼付し、

必要事項を記載・押印のうえ提出してください。 

申込期限 ６月５日(金)必着 

問合せ・申込み 

県農政部畜産振興課肉用牛酪農係 TEL099-286-

3221 

〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番１号 
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計量器(はかり)定期検査を実施 
 

商売などで計量器(はかり)を取引または証明

上の計量に使用する場合は、法律で２年に１回

の定期検査が義務付けられています。 

 今年はその定期検査の年であり、下記の日程

で検査を実施しますので、対象者は必ず検査を

受けてください。 

実施日・場所 

６月２日(火) 別府センター 

６月３日(水) 城山センター 

６月４日(木) 立神センター 

６月５日(金)、９日(火)、10日(水) 市民会館 

時間 午前10時30分～午後３時 

問合せ 水産商工課商工振興係 TEL76-1667 
 
 

農業経営収入保険加入について 
 

収入保険は、対象作物を限定せず、価格低下な

ども含めた農業経営全体の収入減少を補填する制

度であり、農業者にとっては極めて重要な制度で

す。 

近年、多発する自然災害(梅雨時期の大雨や台

風、寒害)などにより県内の農作物も度々被害を

受けています。農業者自らが自然災害などに備え

をしておくことは、災害対策の基本であり、農業

経営の安定化を図るうえからも必要であるため、

収入保険への加入をお願いします。 

問合せ 鹿児島県農業共済組合  

南薩支所 TEL58-3100 

 
 

５月21日～６月20日は河川愛護月間 
 

 ５月21日から６月20日までを河川愛護月間と

し、県下一斉に河川愛護運動を実施しています。

この運動は、広く県民の皆さんに川を大切にし、

また、川をきれいにする河川愛護作業に参加し

ていただくことによって、美しい郷土づくりを

実現しようとするものです。皆さんの近くを流

れる川はきれいですか。川は私たちみんなのも

のです。川にゴミや空き缶など投げ捨てないよ

うにしましょう。 

地域で行われている川の清掃作業に自主的に

参加し、運動の成果が上がるようご協力をお願

いします。また、各地域や公民館での取り組み

もお願いします。 

問合せ 建設課土木係 TEL76-1217 

ごみ袋の価格改定について 
 

近年の原材料費や製造コストの高騰に加え、

中東情勢の影響による原油価格の上昇により、

指定ごみ袋の製造経費が増加しています。 

このような状況を踏まえ、６月１日より、本

市指定ごみ袋の価格を改定します。 

販売価格 １本当たり(1枚当たり) 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民の皆さんにはご負担をおかけしますが、

ご理解とご協力をよろしくお願いします。 

問合せ 市民生活課環境整備係 TEL76-1097 

 

ごみの減量化にご協力ください 
 

家庭から出るごみの減量化で、ごみ袋の使用

量を減らしましょう。 

ごみ袋の使用量を減らすことは、家計の負担

軽減だけでなく、環境負荷の低減にもつながり

ます。日常生活の中で以下の取り組みにご協力

をお願いします。 

・生ごみは水切りを徹底する。 

・食べ残しを減らす(食品ロスの削減)。 

・資源ごみの分別を徹底する(特に紙類やプラ

スチック容器包装はもえるごみとして出され

ることが多いので、なるべく資源になるもの

は資源ごみとして出す)。 

・マイバッグの使用を心がける。 

本市では家庭用電気式生ごみ処理機の購入に

補助金を交付しています。補助額は、購入費用

の２分の１以内の額で、上限３万円です。また、

衛生自治団体連合会から夏季と冬季に、コンポ

ストやＥＭぼかしの生ごみ処理機に対する購入

補助もあります。これらを活用し、ごみの減量

化に取り組みましょう。 

一人一人の取り組みが、ごみの減量化につな

がります。引き続き、ご理解とご協力をお願い

します。 

問合せ 市民生活課環境整備係 TEL76-1097 

 改定後 

もえるごみ  (大) 520 (26) 

もえるごみ  (中) 310(15.5) 

もえるごみ  (小) 270(13.5) 

もえないごみ(大) 330 (33) 

もえないごみ(中) 320 (16) 

もえないごみ(小) 270(13.5) 

資源ごみ    (大) 320 (32) 

資源ごみ    (中) 310(15.5) 

資源ごみ    (小) 270(13.5) 
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野鳥をはじめとする野生鳥獣の愛玩

飼養について 
 

県が策定した「鳥獣保護管理事業計画」では、

野鳥をはじめとする野生鳥獣の愛玩飼養を目的

とした捕獲許可は行っていません。 

野鳥のうちメジロは平成24年４月１日から、

ホオジロは平成19年４月１日から新たな捕獲許

可は行っていませんが、それ以前に正規の手続

きを行って飼養登録を受けている個体に限り、

更新手続きを行うことにより終生飼養が可能と

なります。ただし、現在、飼養登録を受けてい

る個体が死亡した後は、新たな捕獲はできませ

ん。 

違法な捕獲などは１年以下の懲役または100

万円以下の罰金、違法に捕獲した鳥獣の飼養は

６カ月以下の懲役または50万円以下の罰金とな

ります。 

問合せ 

南薩地域振興局林務水産課林務係 TEL52-1335 

農政課耕地林務係 TEL76-1183 

 

  

火之神公園プール料金について 
 

市内に居住する子どもが利用しやすい環境を

整えるため、令和７年度より火之神公園プール

料金が改定されました。 

プールの開設期間  

７月18日(土)～８月31日(月) 

・未就学児 

・入場しても泳がないもの 

無料 

小・中学生 

(準ずるものを含む) 

市内居住 無料 

その他 100円 

高校生 

(準ずるものを含む) 

市内居住 無料 

その他 200円 

上記以外 500円 

問合せ 水産商工課観光交流係 TEL76-1668 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月21日～27日はハンセン病問題を

正しく理解する週間 
 

ハンセン病問題に対する解決の促進を図るた

めに、県では「ハンセン病問題を正しく理解す

る週間」を定めています。 

誤った隔離政策によって強制的に隔離され、

ご本人だけでなく、ご家族も偏見や差別を受け、

多くの方々のかけがえのない人生が奪われまし

た。病気が治っても家族の元へ帰れず、社会復

帰が難しい状況にあり、今もなお、多くの方々

が、療養所での生活を余儀なくされています。 

長い間、偏見や差別に苦しめられたハンセン病

であった方々や家族が、平穏に安心して生活で

きる地域づくりのために、また、二度とこのよ

うな悲しい歴史を繰り返さないために、私たち

一人一人が、ハンセン病問題とは何かを正しく

理解することが大切です。 

参考 ハンセン病問題に関する知識 

・ハンセン病は、らい菌によっておこる感染症

で、遺伝病ではありません。らい菌の感染力

は弱く、非常にうつりにくい病気です。また、

早期発見と早期治療により、短期間で完治す

る病気です。わが国に感染源となるものはほ

とんどありません。 

・ハンセン病であった方々の身体の変形は、診

断や治療が遅れたことによる後遺症です。 

・国は平成８年の「らい予防法」廃止まで、隔

離政策をとり続けました。長年にわたるこの

隔離政策などにより、ハンセン病は怖い病気

という誤った考えが定着し、そのことが様々

な偏見・差別や人権侵害を引き起こしました。

昭和24年頃には、特効薬で完治するようにな

りましたが、偏見や差別が解消されることは

ありませんでした。ハンセン元病患者やご家

族の方々は、今も根強く残る偏見・差別に苦

しんでいます。 

・令和元年11月に「ハンセン病元患者家族に対

する補償金の支給等に関する法律」が施行さ

れ、対象となるハンセン病元患者のご家族に

補償金が支給されます。なお、補償金の請求

期限は、令和11年11月21日までとなっていま

す。詳細は、厚生労働省ホームページか、窓

口(03-3595-2262)にお問い合わせください 

問合せ 健康センター TEL72-7176 
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長寿健康診査について 
 

令和８年度長寿健康診査を、市内各医療機関(個別健診)およびセット健診会場(集団健診)におい

て、下記の日程で実施します。 

対象者 後期高齢者医療被保険加入者(満75歳以上の市民、または65歳～74歳の障害認定を受けて

いる方) 

※国内に住所を有しない者、船員保険の被保険者、６カ月以上の長期入院者、施設入所者は対象外 

 個別健診 集団健診 

期間 
６月～令和９年２月末日(各協力医療機

関の休診日は除く) 
セット健診の日程と同様です。 

場所 
尾辻病院、小原病院、国見内科医院、サ

ザン・リージョン病院、市立病院 

南薩地域地場産業振興センター(３階大

ホール) 

料金 無料(ただし健診の結果、治療をされる方は一部負担金が必要) 

検査項目 

身長・体重・血圧・検尿・診察・血液検査(HDLコレステロール・LDLコレステロー

ル・中性脂肪・肝機能・血糖値・HbA1c・クレアチニン) 

必要に応じて心電図・眼底検査・貧血検査を実施します。 

持参する

もの 

「マイナ保険証(または資格確認書)」と「長寿健診受診通知書(オレンジ色の通

知)」の両方を必ずご持参ください。 

※個別健診は、必ず予約をしてから受診してください(集団健診は、予約不要です)。 

※市立病院は土曜休診です。 

問合せ 健康・こども課健康増進係(健康センター) TEL72-7176 

 

令和８年度慰霊巡拝の実施予定について 
 

国は、令和８年度の戦没者慰霊事業として、下記のとおりの慰霊巡拝の実施を予定しています。

慰霊巡拝の参加を希望する方は締切日までに福祉課社会係へ申し込んでください。 

国庫補助対象者 慰霊巡拝を行う戦域における戦没者の配偶者、父母、子、兄弟姉妹、参加遺族

(子・兄弟姉妹)の配偶者、戦没者の孫、戦没者の甥・姪 

 実施地域名 実施予定時期 募集予

定人数 

締切日 

１ ギルバート諸島 10月21日(水)～28日(水) 15名 ５月26日(火) 

２ ウズベキスタン 10月15日(木)～23日(金) 15名 ６月１日(月) 

３ フィリピン(第１次) 11月18日(水)～27日(金) 40名 ６月５日(金) 

４ 硫黄島(第１次) 11月18日(水)～19日(木) 100名 ６月５日(金) 

５ ビスマーク諸島 令和９年１月18日(月)～24日(日) 15名 ７月８日(水) 

６ 硫黄島(第２次) 令和９年１月27日(水)～28日(木) 100名 ６月５日(金) 

７ フィリピン(第２次) 令和９年２月17日(水)～26日(金) 40名 ９月４日(金) 

８ 
中国東北地方 

(旧満州地区全域) 
令和９年３月15日(月)～26日(金) 15名 10月30日(金) 

※実施時期・期間などは相手国の都合などにより変更することがあります。 

※参加費用(実費)の目安は、海外地域の場合は約270,000円～470,000円、硫黄島の場合は約20,000

円です(当該金額には集合地である東京までの交通費は含みません)。 

※申請人数が僅少である場合や相手国の都合などにより、当該慰霊巡拝について、実施を中止する

可能性があります。 

問合せ 福祉課社会係 TEL76-1058 
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令和８年度枕崎市国民健康保険特定健康診査について 
 
 生活習慣病の予防とメタボリックシンドロームの解消を目的として、「特定健康診査(特定健

診)」を次のとおり実施します。 

対象者 40歳から74歳の枕崎市国民健康保険加入者 

※妊産婦、６カ月以上医療機関や福祉施設に入所している方は対象外 

料金 無料  

※受診の際は「特定健康診査受診券(ピンク色の通知)」と「マイナ保険証(または資格確認書)」の

両方を必ず持参してください。 

受診場所・実施期間 

特定健診には集団健診と個別健診があり、集団健診は市が行うセット健診で受診できます。個別

健診は、市内の各医療機関で受診するもので、自分の都合に合わせて受診することができます。 

■個別健診 ※事前に各医療機関に予約が必要です。 

実施期間 ６月～令和９年２月 

受診できる医療機関 尾辻病院、小原病院、国見内科医院、サザン・リージョン病院、市立病院 

■集団健診(セット健診) 

受付時間 午前８時～10時 ※６月26日のみ午後６時～７時 

会場 南薩地域地場産業振興センター ３階大ホール 

健診日 対象地区(公民館) 

６月23日(火) 田布川・金山・木口屋・山口・小園・下園・宇都・中村・道野 

６月24日(水) 東白沢・西白沢・中原・真茅・松崎・瀬戸 

６月25日(木) 大塚・春日・下野原 

６月26日(金) 

夜間健診 

★どの地区の方でも受診できます★ 

(※夜間健診では胃がん検診はありません） 

６月28日(日) 俵積田・駒水・下山・宝寿庵・西堀・湯穴・篭原 

６月29日(月) 
【男性限定】ジェントルマンけんしん 

★どの地区の方でも受診できます★ 

６月30日(火) 塩屋・上竹中・奥ヶ平・水流・界守・寺田・桜山住宅 

７月１日(水) 桜木町・西本町・住吉町・岩戸・千代田町・東本町 

７月２日(木) 桜馬場・松下・瀬戸口・木場・富岡・山下・通山 

７月３日(金) 板敷・鹿水高・茅野・小塚・山崎・木原・折口町・汐見町・石ヶ嶺 

７月４日(土) 山手町・港町・潟山・岩崎 

７月６日(月) 【女性限定】レディースけんしん 

★どの地区の方でも受診できます★ ７月７日(火) 

７月８日(水) 恵比須町・中町・旭町・泉町・新町・平田潟・亀沢 

７月９日(木) 大堀・田畑・火之神・牧園・田中 

７月10日(金) 高見町・宮前町・日之出町・緑町 

９月30日(水) 枕崎校区・立神校区 

10月２日(金) 桜山校区・別府校区 

※対象地区以外の日程でも受診できます(事前連絡は不要です)。 

問合せ 健康・こども課保険医療係 TEL76-1127 
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スポーツ・文化イベント情報 

問合せ 文化 TEL72-9998 

  スポーツ TEL76-6151 
～南溟館のイベント～ 

くっきー！『乙女展』 in枕崎 
 
お笑い芸人で、国内外で高く評価されるアー

ティスト「くっきー！」氏の独創的な作品を紹

介する展覧会を開催します。芸人とアーティス

トの両立や、彼の世界観を通じて、現代アート

の新たな可能性を提案する展覧会として開催し

ます。 

会期 ７月26日(日)～８月30日(日)会期中無休 

観覧料 一般1,000円、高校・大学生800円、中

学生以下無料 

※前売券発売を含むチケット情報については枕

崎市ホームページ、南溟館ホームページ、広

報まくらざきなどで今後お知らせいたします。 
  
県美展南薩地区展 

 
鹿児島市の市立美術館、黎明館で開催された

「第72回県美展(5/16～5/24)」の、枕崎市を含

む南薩地区関係作家の洋画、工芸、写真などの

入賞入選作品を展示します。 

会期 ５月31日(日)～６月14日(日)月曜日休館 

観覧料 一般200円、高校・大学生100円、中学

生以下無料 

会期中の催し 「ギャラリートーク」 

期日 ６月７日(日) 午後２時～ 

講師 祝迫正豊氏(二科会鹿児島支部長・県美

術協会会長) 
 
 

枕崎せんじ会小品展 
 
枕崎の絵画グループ「枕崎せんじ会」による

作品展を開催します。会員の洋画、水彩画など

を中心とした作品を展示します。 

会期 ５月31日(日)～６月14日(日)月曜日休館 

観覧料 一般200円、高校・大学生100円、中学

生以下無料 
 
 

しゃらく立神写真展 
 
枕崎の写真グループ「しゃらく立神」による

作品展を開催します。テーマ性を持たせた多彩

な会員の写真作品を展示します。 

会期 ６月17日(水)～７月20日(月・祝)月曜日

休館 

観覧料 無料 

キ ッ ズ だ よ り 

問合せ 子育て支援センターキッズ 

              TEL72-0382 

 

子育て支援センター「キッズ」では、乳児・

幼児および保護者が相互の交流を行う場を開設

しています。子育て中の親子であればどなたで

も無料で利用できます。 

場所 立神海の風こども園(中央町261) 

開放日 毎週月～金曜日 

開放時間 午前８時30分～午後１時30分 

 

６月の行事(午前10時から) 

日 曜日 行事の内容 要予約 

２ 火 
ママちゃれんじデー～クッ

キングピザ作り～ 
○ 

５ 金 歯科講座  

９ 火 
園庭遊び  

試食会 ○ 

12 金 父の日のプレゼント作り  

17 水 ヨガ教室  

19 金 誕生会  

22 月 ドライヘッドスパ体験 ○ 

23 火 音楽遊び  

25 木 読み聞かせ  

30 火 新聞紙遊び  

 

※９日(火)の園庭遊びの日が雨天の場合、キッ

ズルームで遊びます。 

※活動は変更または中止になることもあります

ので、あらかじめご了承ください。 

※要予約の活動は、少人数限定になっているも

のもありますので、早めにお申し込みくださ

い。 

 

○相談支援事業について 

未就園児の保護者を対象に子どもの発育など

の心配事に対する「相談支援事業」を実施して

います。 

相談日 毎週水曜日・木曜日 

時間 午後２時～４時 

※電話での予約が必要です。 
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■謎かけの答え＝「やくそうか ̂  ̂ （薬草・訳そう）」 

 

 

日(曜日) 行 事 名 場 所 ・ 時 間 問 合 せ 

１日(月) 母子健康手帳交付 健康センター   9:00～11:40 
健康センター 

72-7176 

８日(月) 
はじめてのBabyCome 

(べびかむ)教室 
健康センター   9:00～11:40 

健康センター 

72-7176 

10日(水) ◎男性料理教室 別府センター  10:00～12:00 
健康センター 

72-7176 

11日(木) 

子育てサロン 健康センター  10:00～11:30 
健康センター 

72-7176 

◎男性料理教室 立神センター  10:00～12:00 
健康センター 

72-7176 

13日(土) 

おいしい物作ろう 
立神地区公民館 13:30～15:30 

【対象】小学生(高学年) 

立神地区公民館 

72-1693 

枕崎史跡めぐり 
市内一円      13:30～ 

【対象】小・中学生、保護者 

別府地区公民館 

76-2010 

◎七夕作り 
桜山地区公民館 13:30～15:30 

【対象】小・中・高校生・一般 

桜山地区公民館 

72-2267 

15日(月) 母子健康手帳交付 健康センター   9:00～11:40 
健康センター 

72-7176 

19日(金) 
市民あいさつ運動

の日 

市民全体で、声かけ・あいさつ

に取り組みましょう。 

市民会館 

72-2221 

25日(木) ◎男性料理教室 健康センター  10:00～12:00 
健康センター 

72-7176 

28日(日) 
◎六月灯の灯篭作

り 

金山地区公民館 10:00～12:00 

【対象】小・中・高校生、一般 

金山地区公民館 

72-9690 

 

 

市政へのご意見・提言の窓口 

〒898-8501 枕崎市千代田町 27 番地 枕崎市役所 総務課秘書広報係 

電話 72-1111(代表) 72-0033(直通) FAX72-9436 

E-mail koho@city.makurazaki.lg.jp  

市ホームページ https://www.city.makurazaki.lg.jp 

まちのカレンダー ６ 月 ※「◎」は高齢者元気度アップ・ 

ポイント事業の対象事業です。 

マイナンバーカードに関する窓口時間延長・日曜日開庁について 
仕事などで平日の昼間に市役所に行くことができない方のために、窓口時間の

延長および日曜日の開庁を行っています。併せて、住民票の写し・印鑑登録証

明書(印鑑登録証持参)も発行できます。※どちらも本人確認書類が必要です。 

■時間延長 毎週木曜日 午後７時30分まで 

■日曜日開庁 毎月第２日曜日 午前８時30分～正午 

問合せ 市民生活課市民係 TEL76-1093 

mailto:koho@city.makurazaki.lg.jp

